
※国際理解推進関連行事の共催及び後援に関する基準 

３ 共催及び後援の対象者及び対象行事 

（１）対象者は、国、地方公共団体、公共性のある法人又はこれらに準ずる団体であり、当該団体又はその構成員が次

のいずれにも該当しないこと。 

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団 

②千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第２条第３号に規定する暴力団員等が構成員である団体 

③過去３年間にわたって、悪質、重大な法令違反があった者又は団体 

④公の秩序又は善良の風俗を害する恐れがあると認められる者又は団体 

（２）対象行事は、次のいずれにも該当するものであること。 

①本市の国際理解に関する施策の推進に寄与すると認められる行事であること。②市内又はこれに隣接する地域におい

て開催される行事であること。③政治、宗教を目的としない行事であること。④営利を目的としない行事であること。 

⑤公序良俗に反する行事でないこと。 

様式第１号 

共催（後援）承認申請書 

 

 

  年  月  日 

 

(あて先) 千 葉 市 長 

 

団体名 

 

住 所 

 

代表者 

 

電 話 

 

 

国際理解推進関連行事の共催及び後援に関する基準の第３項に適合している

ことを誓約し、下記の行事の共催（後援）を承認されるよう申請します。 

 

記 

 

１ 行事の名称 

 

２ 主 催 者 

 

３ 日 時 

 

４ 場 所 

 

５ 主旨その他 



共催（後援）行事収支予算書 

 年 月 日 

 

収入 支出 

費目 金額 費目 金額 

    

合計 円 合計 円 

 

 

 

 

 



 

【申請に必要な書類】 

１）行事等に関する資料 

・共催（後援）承認申請書（様式第１号）  

・共催（後援）行事収支予算書 

・概要等が分かる資料（事業計画書、実施要領、広報計画、宣伝物等） 

 

２）申請者に関する資料 

・申請者の活動状況及び構成員が分かる定款又は寄附行為、会則、 

構成員名簿 

※年度内で２回目以降の申請の場合は不要 


